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堀兼地区デマンドバス実証運行報告会（シンポジウム）の開催について 

  

 

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 堀兼地区では、令和４年１０月５日から新たな地域公共交通となる「ほりか

ねデマンドバス」の実証運行を開始しております。 

 つきましては、下記の日程でこれまでの取り組みについてご報告いたします

ので、ご多忙のことと存じますが、ご参加いただきますようお願いいたします。 

 

  

記 

 

 

    日 時   令和５年５月１０日（水） 午後２時より 

          （受付開始 午後１時３０分） 

 

    会 場   狭山市市民交流センター １階ホール 

           所在地 ： 狭山市入間川１丁目３番１号 

            

 

【問い合わせ先】 

狭山市役所 市民部 交通防犯課  

公共交通担当 

                ☎０４－２９５３－１１１１（内線 3691） 

 

 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ５ 日 開 催 

第１回狭山市地域公共交通活性化協議会 資料４ 



堀兼地区デマンドバス実証運行について 

 

デマンドバスは、路線バスや茶の花号を補完する「新たな地域公共交通」

で、決まったルートや停留所、ダイヤに沿った運行ではなく、利用者の予約に

応じて運行する乗り合い型の交通手段です。買物や通院、バス停や鉄道駅まで

の地区内の移動手段として、堀兼地区をモデルに令和４年１０月から実証運行

を開始しました。 

 

「地域主体の取組み」 

地域によって公共交通の実情や交通課題が異なることから、デマンドバスの

導入には、地域が主体的に取り組むことにより、地域の特性や利用者のニーズ

を的確に把握した適正な運行計画等を立てて、地域住民が「守り・育て」持続

可能な取組とすることが大切です。 

そのため、堀兼地区では運営組織を立ち上げ、地域主体のもと、交通事業者

と市の３者で役割分担を行い、連携して取り組んでいます。 

 

 

 


